
玉村町水防センター条例施行規則 

（目的） 

第１条 この規則は、玉村町水防センター条例（以下「条例」という。）の規定に基づき、

玉村町水防センター（以下「水防センター」という。）の管理に関し、必要な事項を定

めることを目的とする。 

（使用日及び使用時間） 

第２条 水防センターの使用日及び使用時間は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 使用日 年末年始（１２月２９日から翌年１月３日まで）を除いた日 

(2) 使用時間 午前８時から午後９時まで 

２ 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、使用日及び使用時間を変更す

ることができる。 

（使用許可申請） 

第３条 条例第４条の規定により使用できる水防センターの施設は、会議室及び敷地とし、

その使用許可を受けようとする者は、使用期日の１箇月前から役場の３開庁日前までに、

玉村町水防センター使用（変更）許可申請書（様式第１号）を町長に提出しなければな

らない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。 

（使用の許可） 

第４条 町長は、水防センターの使用を許可するときは、玉村町水防センター使用（変更）

許可書（様式第２号）を交付する。 

（禁止行為） 

第５条 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長が特に必要と認めた

ときは、この限りではない。 

(1) 火気を使用し、又は危険を引き起こす行為 

(2) 建物内における飲酒及び喫煙 

(3) 使用許可を受けた場所以外の場所へ立ち入ること 

(4) 物品の販売、宣伝その他営利行為  

(5) 許可を受けていない印刷物、ポスター等の配布又は掲示 

(6) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為、又はこれらのおそれがある

物品若しくは動物の類の携帯 

(7) その他水防センターの管理に支障がある行為 



（町長の指示） 

第７条 町長は、水防センターの秩序の維持上又は管理上必要と認めるときは、使用者に

対し、必要な指示をすることができる。 

（その他） 

第８条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この条例は、令和２年４月１日から施行する 



様式第１号（第３条関係） 

 

玉村町水防センター使用（変更）許可申請書 

 

年   月   日 

 

（宛先）玉村町長 

（申請者） 

住 所 

氏 名               印 

電 話 

 

次のとおり、玉村町水防センターを使用したいので申請します。 

 

※この申請書は、使用期日の１箇月前から役場の３開庁日前までに提出すること 

※使用の目的を証する資料があれば添付すること 

使 用 日 時 年  月  日（  ） 
午前 ・ 午後   時   分から 

午前 ・ 午後   時   分まで 

使 用 目 的  

使 用 団 体 名  

使 用 責 任 者 
住   所 

代表者氏名              連絡先（           ） 

使 用 施 設 □ 会 議 室   □ 敷 地（駐車場等） 

利 用 人 数           人 

 

※水防センターでは次の行為を禁止します。 

(1)火気を使用し、又は危険を引き起こす行為 (2)建物内における飲酒及び喫煙 (3)使用許可を受け

た場所以外の場所へ立ち入ること (4)物品の販売、宣伝その他営利行為 (5)許可を受けていない印

刷物、ポスター等の配布又は掲示 (6)他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為、又はこ

れらのおそれがある物品若しくは動物の類の携帯 (7)その他水防センターの管理に支障がある行為 

※使用後は、清掃及び電気・火の元の確認、施錠を確実に行うこと。 

※鍵は、速やかに返却すること。 



様式第２号（第４条関係） 

 

玉村町水防センター使用（変更）許可書 

 

年   月   日 

 

  様 

 

玉村町長             印 

 

次のとおり、玉村町水防センターの使用を許可します。 

使 用 日 時 年  月  日（  ） 
午前 ・ 午後   時   分から 

午前 ・ 午後   時   分まで 

使 用 目 的  

使 用 団 体 名  

使 用 責 任 者 
住   所 

代表者氏名              連絡先（           ） 

使 用 施 設 □ 会 議 室   □ 敷 地（駐車場等） 

利 用 人 数           人 

 

※水防センターでは次の行為を禁止します。 

(1)火気を使用し、又は危険を引き起こす行為 (2)建物内における飲酒及び喫煙 (3)使用許可を受け

た場所以外の場所へ立ち入ること (4)物品の販売、宣伝その他営利行為 (5)許可を受けていない印

刷物、ポスター等の配布又は掲示 (6)他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為、又はこ

れらのおそれがある物品若しくは動物の類の携帯 (7)その他水防センターの管理に支障がある行為 

※使用後は、清掃及び電気・火の元の確認、施錠を確実に行うこと。 

※鍵は、速やかに返却すること。 

 


